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愛媛県　アトラス奥道後 平成１８年１１月７日

自己 外部
改善済 4 3

利用者の権利・義務をわかりやすく明示す
る。

利用者の権利・義務をわかりやすく明示
し、説明する。
利用者だけでなく、家族や外来者の安心・
信頼につなげる。

平成18年9月
より

利用者の権利・義務をわかりやすく明示し
ホール等へ掲示している。
必要があれば質問に答える。

改善済 13 10

初めての来訪者・利用者一人ひとりが施設
内の場所を間違えないように工夫する。

初めての来訪者・利用者一人ひとりが施
設内の場所がわかるように、目印や矢印
などの工夫をし、混乱を防ぐ。

平成18年9月
より

施設内の場所がわかるように、目印や矢印な
どの工夫をしている。

改善済 13 10

カラオケの時間や音量に配慮する。
利用者が落ち着いて暮らせるように、カラ
オケの時間や音量に配慮する。

平成18年7月
より

利用者が落ち着いて暮らせるように、カラオケ
の時間や音量に配慮している。

改善済 115 62
注意の必要な物品については、保管場所・
管理方法等を明確にし、安全管理に努め
る。

洗剤関係は、利用者の目に触れない場所
に保管する。

平成18年7月
より

注意の必要な物品については、利用者の目
に触れない場所に保管・管理している。
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